
1

１．条例の構成について
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テーブルの下
既存法令

テーブルの上
（仮称）流域治
水条例

「（仮称）流域治水の推進に関する条例」と法律の関係
（治水の円卓）

それぞれの法令で定められている施策を、「地先の安全度」（住民が住んでおられる場所
の浸水深など水害リスク）に対応するため、総合政策の仕組みとして一つの条例の中で
関連づけ、住民目線でわかりやすく、運用しやすいようにまとめようとしています。

基礎情報の不足によりうまく
運用できていなかった部分

横串

・「ながす」「ためる」「とどめる」「そなえる」は、それぞれ既存の法令での取り組みがある。

・しかし、基礎情報の不足などの理由からうまく運用できていない部分もあった。

・「地先の安全度」により、潜在的な水害リスクの評価が可能となったことから、これを活
用してよりよく運用できる部分、より強調すべき部分を切り出し、一つの「円卓」で総合的
の取り組もうとするのが、流域治水の推進に関する条例である。
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「地先の安全度」
の設定・公表（条
例第８条）、避難
に必要な情報の
伝達体制の整備
等（条例第26条）、

市町への支援（条
例第27条）、水害

に強い地域づくり
協議会（条例第33

条）

「地先の安全度」
による出水に関す
る災害危険区域
制度の具体化（条
例第12条～第23
条）
「地先の安全度」
による市街化区域
編入の抑制（条例
第24条）

森林・農地・公園
等の雨水貯留浸
透機能の確保（条
例第10条・第11

条）

計画的・効率的な
河川整備の推進を
条例で改めて規定
（条例第９条）

（仮称）流域治水
条例による主な
取り組み

ながす ためる とどめる そなえる

関係法令に基づ
く取り組み

河川法：河川整備
計画に基づく河川
整備（法第16条の

２）

都市計画法：開発
行為に伴う調整池
の設置指導・開発
技術基準（法第29
条・第33条）

建築基準法：災害
危険区域制度（法
第39条）、出水の

おそれの多い土
地における盛土
等の措置（法第19
条）
都市計画法：水害
リスクが高い土地
の市街化区域編
入の抑制

水防法：浸水想定
区域（※）の指定
（県）・周知の措置
（市町）（法第14
条・第15条）

※浸水想定区域
は、県内では主要
な14河川のみ

「（仮称）流域治水の推進に関する条例」と法律の関係
3

条例は関係法
令を「補完」
「具体化」

・条例と関係法令に基づく取り組みについて、具体的な法令と条例の主な規定をならべ
ると上記表のとおり。

・建築基準法や都市計画法などに、水害リスクに着目して、建築規制や土地利用誘導
を図る規定はあったが、水害リスク情報が整備されていなかったことから、法令の規定を
うまく運用することが困難であった。

・「地先の安全度」を整備することによって、これらの規定を活用することができるように
なった。

・条例は、関係法令をうまく運用することができなかった部分を「補完」「具体化」するもの。
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建設事務次官通達（S34）
～発住第四二号～

記
一 区域の指定範囲については、おおむね次の区域を考慮するものとする。

（一）高潮、豪雨等によって出水したときの水位が一階の床上をこし、人命に著しい危険をおよ
ぼすおそれのある区域。

（二）津波、波浪、洪水、地すべり、がけ崩れ等によって、土や土砂が直接建築物を流失させ、倒
壊させ又は建築物に著しい損傷を与えるおそれのある区域。

二 建築物の制限内容については、出水時の避難及び建築物の保全に重点をおき、おおむね
次のようなものとし、なお、地方の特殊事情、周囲の状況等を考慮して定めるものとする。

（一）一の（一）の区域
ロ 住居の用に供する建築物については、次の各号によるものとする。
（イ） 予想浸水面まで地揚げをするか、又は床面（少なくとも避難上必要な部分の床面）を

予想浸水面以上の高さとすること。
（ロ） 予想浸水面下の構造は次の各号の一に該当するものとする。

a 主要な柱、又は耐力壁を鉄筋コンクリート、補強コンクリートブロック、鉄骨等の耐水
性の構造としたもの

b 基礎を布基礎とし、かつ、軸組を特に丈夫にした木造としたもの
ハ その他の建築物については、建築物の利用状況に応じイ又はロに準ずる制限をする

ものとする。
ニ 付近に有効な避難施設があるもの又は用途上、構造上やむを得ないもので避難上支

障のないものについて制限を緩和するものとする。

三 建築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定、特に低地における災害危険区域の指定

を積極的に行い、区域内の建築物の構造を強化し、避難の施設を整備させること。

4

風水害による建築物の災害防止について（建設事務次官通達）

・「基礎情報の不足などの理由からうまく運用できていない部分」の具体例として、昭和
34年の「風水害による建築物の災害防止について」という建設事務次官通知がある。

・「出水したときの水位が一階の床上をこし、人命に著しい危険をおよぼすおそれのある
区域」は災害危険区域の指定を積極的に行うという通知は存在したが、そもそも「出水
したときの水位」がわからなかったので、具体的に運用ができなかった。

・地先の安全度により、どこでどれくらい浸水するか、という予測ができるようになったの
で、これを運用しようとするもの。

・（仮称）流域治水条例は、既存の制度の枠組みの中で、地先の安全度に基づく運用を
考えようというものであり、法制度上の問題はない。

・既存の枠組み（滋賀県建築基準条例）の中で運用するよりも、２Pのとおり、1つの円卓
の中で総合的に取り組む「 （仮称）流域治水の推進に関する条例」を設けることで対応
するもの。

4
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滋賀県建築基準条例
第34条 法第39条第１項の規定による災害危険区域は、地すべり、出水（土石流を

含む。）または急傾斜地の崩壊により既存の建築物または将来建築される建築物に
係る災害の発生する危険の著しい区域であって、知事が指定するものとする。

第35条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は建築してはならな

い。ただし、当該建築物の構造もしくは敷地の状況または急傾斜地の崩壊による災
害の防止に関する法律第２条第３項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行によ
りがけ崩れ等による被害を受けるおそれがないものとして知事が許可したときは、こ
の限りでない。

「災害危険区域制度による建築制限について、条例で「具体化」

建築基準法

5

第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を

災害危険区域として指定することができる。

２ 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物
の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

「災害危険区域制度による建築制限について、条例へ「委任」

・浸水危険区域における建築の制限については、建築基準法の災害危険区域制度を
具体的に運用するもの。

・建築基準法では、災害危険区域制度を条例に委任することとしており、その委任を受
けて滋賀県建築基準条例が定められている。

・今回、治水に関する総合条例を制定しようとすることから、災害危険区域制度のうち、
「出水」に関する部分を（仮称）流域治水条例に移行するもの。

・法令に根拠を有する地方公共団体の権限を条例化して具体化するものであり、「憲法
違反」等の批判は当てはまらない。

・財産権が制限されることについては、命を守るためにはやむを得ないことと考える。

・憲法上の居住の自由に抵触するという批判については、居住権が制約される（ように
見える）のは、財産権を制限する結果に過ぎない。

5
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第34条

・地すべり
・出水（土石流を含む。）
・急傾斜地
の災害危険区域に関する規定

滋賀県建築基準条例

第37条

罰則規定

出水の災害危険区域に関する
規定

流域治水の推進に関する条例

罰則規定

第34条

・地すべり
・土石流
・急傾斜地
の災害危険区域に関する規定

滋賀県建築基準条例

第37条

罰則規定

「出水」に関す
る部分を（仮
称）流域治水
条例へ 罰則規定も

（仮称）流域
治水条例へ

建
築
基
準
条
例
と
同

様
の
罰
則
規
定

・罰則については、現行法制との整合性を維持するよう、現行の「滋賀県建築基準条
例」の中にある罰則規定を「（仮称）流域治水条例」でも規定しようとするもので、新たに
特別な罰則規定を創設するものではない。

・滋賀県建築基準条例第34条については、県内において、すでに急傾斜地による区域
指定が行われている

・もし（仮称）流域治水条例に罰則を設けないとすると、すでにある急傾斜地についての
災害危険区域については罰則があるけれども、出水に関してはない、という極めて不自
然な形になる。
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Ｑ 浸水危険区域の指定、建築規制は財産権の侵害で
はないか。

Ａ 浸水危険区域の指定は、県民の生命・身体を守る
ために、その地域の潜在的な水害リスクを明らかに
するものであることから、財産権の侵害には当たり
ません。

この考え方は、「土砂災害防止法」による土砂災
害特別警戒区域や「津波防災地域づくり法」による
津波災害特別警戒区域の指定と同じ考え方です。

（参考：参議院災害対策特別委員会河川局長答弁）

また、建築規制は、建築基準法において条例で必
要な制限を行うことができることとされており、憲
法違反にはあたらないと考えています。

・第１４７回国会 災害対策特別委員会（平成12年4月17日）

「土砂災害特別警戒区域等の指定は財産権の侵害（地価の下落）にあたるのではない
か？」との質問に対する河川局長答弁

「本法案によります施策は、土砂災害のおそれのある区域を明らかにしまして、その中
での開発や建築に対する必要最小限の規制を行うことによりまして、住民の自己責任に
期待しつつ住民の安全確保のための施策を講ずるものでございます。

土砂災害警戒区域等の指定は、住民自身の生命、身体を守るためにその土地が持
つ地形や地質という自然の危険性を明らかにするものでありますから、財産権の侵害に
は当たらないと考えております。」

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/147/0019/14704170019006a.html
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2．なぜ河川の整備目標は1/100で、
建築規制の基準は1/200なのか
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・建築規制の法的枠組みについては問題ないとすると、議論の焦点は、地先の安全度
に基づいて規制を運用することについてとなる。

・「200年確率の降雨」は、河川整備の水準を超える「最大規模の災害」を想定して設定
しており、河川整備の水準を超える降雨を想定することに意味がある。

・これは、命がかかっている限り「上限なき災害に対応する」という趣旨である。対応する
災害は上限なく桁外れに大きいものであるが、被害の広がりには上限があるので、具体
的な基準としてはそこを取るということ。

・地先の安全度について、さまざまな降雨を想定して被害をシミュレーションしたところ、
200年確率の降雨でカーブが緩やかになって、拡大がおおよそ収束するという結果に
なった。そこで、1/200を最大規模の災害を表すものとして採用した。

・もし1/500の部分でカーブが曲がっていたらならば、1/500を設定した。
・議論のポイントは、「1/50に対応するか1/100に対応するか1/200に対応するか1/500
に対応するか」ではなく「人命保護のために、河川の整備水準を超える最大規模の災害
に対応するか、しないか」「人命を守るために想定しなければいけない最低限の災害の
規模はどの程度か」であると考える。

・1/200は、「どのような洪水においても命を守る」という観点から導き出されたもので、既
存の河川整備の目標等とは、直接の関係はない。
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3．建築規制の妥当性

～土砂災害防止法との比較～

・土砂災害防止法は、災害から国民の生命および身体を保護するため、建築規制等の
ソフト対策を導入した点で、画期的なものであった。（【参考資料】「土砂災害防止法に
期待するもの」 ）
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①崖

②崩れると危険

土砂災害防止法

どれくらいの雨や地
震が発生したら崩れ
る、という予測は指
定の際に考慮せず、
地形（崖の高さ・角
度・土質）からのみ
判断

・土砂災害防止法は、①崖がある ②崩れたら危険、という論理で区域指定している。

・どれくらいの雨や地震が発生したら崩れる、という予測は指定の際に考慮せず、地形
（崖の高さ・角度・土質）からのみ判断している。
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①
堤防
など

①
堤防
など

②水が溜まる
と危険

※注ぎ込む水の
量は上限なし

※浸水深には上限

（仮称）流域治水条例では、地
形に加えて、客観的な災害予
測から範囲を限定して区域を
指定

・（仮称）流域治水条例も、土砂災害防止法同じく「地形」から判断している。

・①堤防などで囲まれた土地がある。②水が溜まると危険。なので、避難できる空間を確
保し命を守るために、想定水位以上に避難できる空間を確保してくださいということ。

・ 「災害に上限なし」という考え方から、注ぎ込む水の量、すなわち降雨量は最大クラス
の降雨によるものを想定している。

・コップの高さより深く溜まる水はなく、被害の広がりには上限がある。この上限が１/２００
の降雨。

・土砂災害防止法は、どれくらいの雨や地震が発生したら崩れる、という予測は指定の
際に考慮せず、地形からのみ判断しているが、（仮称）流域治水条例では、地形に加え
て、客観的な災害予測から範囲を限定して区域を指定しようとしている。このことから、
財産権の制限や予測の蓋然性については、土砂災害防止法より配慮していると考える。

・水害リスクの高い区域のポイントは「低地が高地に囲まれる、コップのような地形」であ
る点。「1/200」は条例を運用する実務上、基準が必要なので決めたものであって、本質
的なところではない。
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地盤面

4m

1m

3m未満で
あれば木造

でも可

居室の床面
が想定水位

以上に

想定水位以
下の構造を
耐水性に

13

・ 一般的な2階建てであれば2階の床面は3．5m前後あるため、4mの浸水深が予想さ
れるところであっても、1mまでの高さで嵩上げすれば建築できる。
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地盤面

3m

避難場所

確実に避難で
きる避難場所
が付近にある

14

一時（いっとき）避難
所（既存の避難場所とは考え

方が異なる）

・平屋ですみたい、嵩上げはしたくない、あるいはできないという場合でも、建築できな
いわけではない。

・避難勧告等で、道路面の冠水等が始まる前に、早期に避難するのが最良であるが、も
し逃げ遅れた場合に、付近に確実に避難できる避難所があれば、人命被害を回避する
ことができる。このような場合でも、住宅を建築することができる。

・この場合の避難場所は「いっとき避難所」であって、従来の「仮の生活を送る場所」とし
ての避難場所ではない。緊急的に避難する空間である。
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大津市石居 一時避難場所
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流体力深層崩壊
「土砂災害警戒区域等の指定の範囲の
特定に当たっては、技術的に予知・予
測が可能である表層崩壊等による土砂
災害が発生するおそれがある土地の区
域について指定を行う」（土砂災害防止
対策基本指針）

対象に
していな
い

浸水深表層崩壊対象に
している
（十分な科学
的知見あり）

（仮称）流域治
水条例

土砂災害防止法

複雑な自然現象の全てが、現時点で判明しているわけではない。
→人命被害回避のため、予測可能性が高まり、回避可能性を高
めることができる部分だけでも取り組まねばならない。

・（仮称）流域治水条例において、浸水深のみを対象として破堤時の流体力を対象とし
ていない点も、土砂災害防止法の考え方と共通している。

・土砂災害防止法においても、対象としているのは表層崩壊のみで、深層崩壊につい
ては十分な科学的知見がないことから対象としていない。

・複雑な自然現象の全てが、現時点で判明しているわけではないが、人命被害回避の
ため、予測可能性が高まり、回避可能性を高めることができる部分だけでも取り組まね
ばならない、という考え方で立法されており、当条例でも同様。

・土砂災害防止法でも当条例でも、現時点では対象にしていないものはそのままにして
おくわけではなく、今後、科学的知見が積み上がれば対応していく。
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半永久的に水害リスクが残る箇所
→下図に示す【くぼみ】や【せき止められている】ところは、河川整備

の進捗にかかわらず水が集中する。

低平地（干拓地など）低平地（干拓地など）
連
続

盛
土
（鉄

道
・道

路
な
ど
）

連
続

盛
土
（鉄

道
・道

路
な
ど
）

築堤河川

築
堤
河
川

築堤河川

築
堤
河
川

狭窄部狭窄部

滋賀県流域治水検討委員会（学識部会）
平成21年（2009年）7月17日資料から抜粋

・具体的に水害リスクがある地形を類型化すると上図のような地形が対象となる。

・この図は滋賀県の「開発行為に関する技術基準」第13章P.5に掲載されており、県内
の開発関係業者は、ほぼ目にしている。（HPにも掲載ずみ）

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/jutaku/kaihatsu/gijyutukijyunn.html
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旧虎姫町大寺

「虎姫。水害時の道しるべ
MAP」より

（滋賀県流域治水政策室
が平成21年11月に実施し

た水害体験者への聞き取
り調査を基に作成したも
の）

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/hanran/suigaimap/torahime_20120930.pdf

・水害リスクのある地形の区域では、昔からどのような対策を取るべきか、先人の知恵が
受け継がれてきた。

・たとえば、旧虎姫町大寺。平成21年11月に、当県で水害体験者への聞き取り調査を
したところ、「家の建て替えの時には、家の地盤を高くしている」ということであった。

・なお、聞き取り結果は流域治水政策室HPにて「水害情報発信」として公表している。
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旧虎姫町大寺

・旧虎姫町大寺の風景
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旧虎姫町大寺地区

：浸水深3m以上

・大寺地区の地先の安全度マップを拡大して見ると、かさ上げされている住宅について
は浸水深が3m以下になっているのが見て取れる。

・これは、先人の知恵が地先の安全度マップにより「見える化」したものであり、先人の知
恵と条例の考え方が一致していることがわかる。



21

竜王町弓削

・同様の知恵は、日野川流域の竜王町弓削地区でも見ることができる。

21
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竜王町弓削地区

：浸水深3m以上

・竜王町弓削でも、地先の安全度マップを拡大すると、旧虎姫町大寺と同じように、「ス
ポンジ状」の着色である。

・「特定の流域・地域の知恵」ではなく、別々の流域であっても、水害リスクのあるところ
では同じ知恵が発見されている。
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東近江市葛巻

・東近江市葛巻でも同様。

23
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大津市枝

・大津市枝でも同様。
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条例のモデル
は先人の知恵
の中にあります

先人が築き受け継がれ
てきた知恵と仕組みを守
り、県下に再び広め、人
の命にかかわる状況を
何とか改善したい

25

・水害リスクの高い区域において、地盤のかさ上げが有効な方法であると考えられてき
たことは、現場を訪れれば明らか。
・県では、条例を作って、水害リスクのある区域では、かさ上げなど安全に住み続ける工
夫をしてください、と県民のみなさんにお願いしようとしているが、そのようなことは、滋賀
県各地の集落では、昔から営々と取り組まれてきた。
・このような先人の知恵は、どんどん失われつつある。そのため、条例により、法律的に
は「規制」と表現されるルールをつくり、先人の知恵を生かし続けたい。
・先人が築き、受け継がれてきた知恵と仕組みを守り、県下に再び広め、人の命にかか
わるところを何とか改善したい、というのが、条例の趣旨である。

25
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避難勧告遅れ 町を提訴
（平成21年 兵庫県佐用豪雨）

26

平成22年8月7日(土)

朝日新聞 朝刊 １面

・かさ上げなどの、垂直避難に対して、水平避難で十分ではないかという意見もあり、前
のスライドまで、垂直避難は先人の知恵であること示した。

・垂直避難については、現在の防災政策の流れとも一致している。

・上記は、佐用町豪雨に関して、遺族が町を提訴した事例の記事であるが、こうした他
府県の事例も参考に、当県でも制度設計をすべきと考えている。
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垂直避難（佐用町の教訓）
• 平成21年8月佐用町 訴訟の論点

「道路が冠水して危険な状態となった同8時
30分以降も住宅2階への避難を防災無線で
促さず、同9時20分に戸外への避難を前提に

した勧告を出したため、避難中に濁流にのま
れるなどして4人が亡くなり、1人が行方不明
になった」（平成22年8月11日読売新聞朝刊

の記事より）

避難誘導においても命を守れな
かった事例

なぜ？

・この裁判の争点は、「住宅2階への避難を防災無線で促さず、戸外への避難を前提に
した勧告を出したため」という部分。

・避難誘導をしたがそれが裏目に出てしまった、避難誘導においても命を守れなかった
事例である。こういうことが起こったのは何故か？と国や専門家の間で議論された。
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避難の考え方
（平成24年度防災白書 P.102）

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/

・その結果は平成24年度の防災白書に結実している。
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避難の考え方
（平成24年度防災白書 P.102）

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/

逃げ遅れても命は助かるように

・垂直避難と、一時（いっとき）避難の有効性が国により示された。

・もちろん、事前に高台等に避難するのがベストであるが、命に危険が及ぶような緊急
時には垂直避難、一時（いっとき）避難が命を守るために有効となる。
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避難の考え方
（平成24年度防災白書 P.102）

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/

（仮称）流域治水条例で要件とするもの

従来の考え方による「避難所」

・国がまとめた避難についての考え方は上記表のとおり。

・水平避難で対応しようとしていたがそれでも命を守れない事例が発生したから垂直避
難も検討が必要、というのが、現在の防災分野における流れ。これは、貴い命の犠牲を
踏まえ、国や専門家が検討した結果である。

・条例でいう「避難場所」も、従来の考え方とは異なるものである。
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開発規
制・建築
規制を
導入し
た経緯

きっか
け

「河川などの治水施設の整
備は、根幹的な治水対策と
して今後も強力に推進して
いきますが、近年の厳しい
財政状況もあり、整備完了
までには相当の期間が必要
です。」

「一方で、整備途上や、一定
規模での施設整備が完成し
た場合にも、その整備水準
を超える洪水が発生するこ
とは否定できません。」（滋賀

県流域治水基本方針）

「構造物の防災機能
にのみ依存すること
の限界が改めて認識
された。」（国土交通白書）

「災害には上限がな
い」（津波防災まちづくりの考

え方）

↓

発生頻度と被害の大
きさにより「レベル1」
と「レベル2」に分類
（東北地方太平洋沖地震を教

訓とした地震・津波対策に関
する専門調査会報告）

「すべて対策工事
により安全を確保
していくとした場
合には、膨大な
時間と費用が必
要になると見込ま
れる。」（土砂災害防

止基本指針）

H23.3.11

東日本大震災

H11.6.29

広島豪雨災害

24名死亡

（仮称）流域治水推進条例津波防災地域づくり
法

土砂災害防止法
31

近年、多くの人命が失わ
れるような大規模な水害
は県内では発生していない

・ハード整備を一生懸命やっているけれども、追いつかない部分がどうしてもあるから、
建築規制等のソフト対策を導入せざるをえない、という考え方は土砂災害防止法で導
入された。

・東日本大震災において、整備した防災施設を遙かに凌駕する災害が発生したことを
受けて、国土交通省では、「災害に上限なし」という認識のもと、頻度が高い災害につい
ては「レベル１」として施設整備で対処しよう、頻度が低いが壊滅的な被害を生じる災害
については「レベル２」として避難を軸にとりうるあらゆる手段で対処しよう、という考え方
が取り入れられた。

・このように、（仮称）流域治水条例で建築規制を取り入れた考え方は、防災における国
の考え方と同じもの。

・土砂災害防止法は、広島で、24名の尊い命が失われたがきっかけで、ハード整備だ
けでは命を守れない、建築規制等のソフト対策が必要という認識がされ、制定された。

・津波防災地域づくり法は、東日本大震災で、ハード整備した防災施設を遙かにこえる
最大級の災害で多くの人がなくなられたことから、「災害に上限なし」という認識により、
制定された。

・対して、（仮称）流域治水条例の対象となる水害においては、幸いにして、滋賀県内で
は、近年大規模なものは発生していない。

・本県は、県民のどなたかが亡くなる前に対策を取りたい。

・最大規模の水害が起こってから、地先の安全度マップで予測可能性が高まっていた
のに、土砂や津波でソフト対策の事例があったのに、どうして命を守る対策を取れな
かったのだろうか、と、後悔したくないという思いで取り組んでいる。
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参考「これからの想定津波の考え方」
（国土交通白書2012より）

住民等の生命を守ること
を最優先とし、住民等の避
難を軸に、とりうる手段を
尽くした総合的な津波対
策を確立

概ね数百年から千
年に一回程度の頻
度で発生し、影響
が甚大な最大クラ
スの津波

レベル2

人命保護に加え、住民財
産の保護、地域の経済活
動の安定化、効率的な生
産拠点の確保の観点から、
海岸保全施設等を整備

概ね数十年から百
数十年に一回程度
の頻度で発生する
津波

レベル1

考え方発生頻度
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4.条例に関連する施策等
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Ｑ 浸水危険地域に住んでいる人に税金で補助をして
よいのか。

Ａ 個人レベルの水害に対する安全性確保だけでなく、
歴史のある地域コミュニティの維持やまちづくりを
支援しようとするものです。

水害から命を守るため、地域全体の生活基盤の本
来満たすべき安全性を確保するものであり、公益性
があります。
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Ｑ 宅地嵩上げの自己負担額を用意できない住民はど
うすればよいのか。

Ａ 市町・地域住民と連携し、避難場所の整備や避難
体制の構築などソフト対策を組み合わせて、地域の
特性に応じた重層的な対策をおこない、被害の最小
化を図ることが重要です。



36

河川改修、河川維持は着実に進めますながす
36

県単独事業費の推移

維持管理
（浚渫、伐木など）

河川改修
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地元説明
平成２５年６月２９日（土）

竜王町日野川改修促進協議会総会


